
R4事務事業・組織対応表（R3実施事業）

施策名【市街地】

1.地域の特
徴を生かした
まちづくり

2.市街地 (1) 良好な市街地の形
成 2121-1 1 駅前広場管理事業 土木課 管理係 通常

2121-2 2
地区計画策定及び地区計画
区域内行為の審査事業

都市計画課
まちづくり推進
係

通常

2121-3 3
開発指導要綱に基づく協議書
の審査事業

都市計画課
まちづくり推進
係

通常

2121-4 4 開発行為進達事業 都市計画課
まちづくり推進
係

簡易

2121-5 5
駐車施設等附置義務条例に
基づく届出審査事業

都市計画課
まちづくり推進
係

簡易

2121-6 6
駐車場法に基づく路外駐車場
届出書審査事業

都市計画課
まちづくり推進
係

簡易

2121-7 7
土地区画整理事業地内行為
の審査事業

都市計画課
まちづくり推進
係

簡易

2121-8 8
社会資本整備総合交付金事
務事業（都市再生整備計画 ）

都市計画課
まちづくり推進
係

通常

2121-9 9
個人等の施行による土地区画
整理事業に係る認可事業

都市計画課
まちづくり推進
係

簡易

2121-10 10
土地区画整理啓発・情報収
集事業

都市開発室 開発推進係 通常

2121-11 11
土地区画整理事業計画調査
事業

都市開発室
開発推進係・
街並整備係

通常

2121-12 12
佐久平駅南土地区画整理事
業

都市開発室
開発推進係・
街並整備係

通常

2121-13 13 プレイスメイキング推進事業 都市計画課
まちづくり推進
係

通常

2121-14 14 無電柱化推進事業 都市計画課
まちづくり推進
係

通常

2121-15 15 宅地耐震化推進事業 都市計画課
まちづくり推進
係

通常

2121-16 16 都市構造再編集中支援事業 都市計画課 街路係 通常

2.地域の特
徴を生かし
たつながり
あるまちづく
り

章 節 施策 主要施策
事務
事業
コード

事
業
数

事務事業 課 係
管理
方法

備考



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

12,884 15,833

財源合計

5,600

4,730 4,554

8,369 11,103 11,637

4,515

12,884 15,833 16,191

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

16,191

0

1.00 人 6,800 1.00 人 6,800

5 時間 6 5

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

6,806 6,806

0.80 人 5,600

0 時間

7,284 9,027 9,385

時間 6

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 2.地域をつなぐ交通ネットワークの形成

施策 2.地域交通ネットワーク

17

事業の性質 任意の自治事務（不定型）

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

・駅利用者が安全で快適に駅前広場を使用している。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

・JRの佐久平駅、北中込駅、岩村田駅のそれぞれの駅前広場及び周辺の美化活動として、清掃業務
（除草、植栽の剪定、ゴミ拾い塔）の委託やアダプトシステム事業の導入を行う。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 駅前広場管理事業 事務事業コード 2121-1

担　当 建設 部 土木 課 管理 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

0

1

0

単位

4

1 4

令和 2 令和 4 年度

令和 3

放置自転車の撤去

％ 達成率

回

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

0 0

100

0

0

・駅前広場周辺の清掃及び除融雪業務の委託やアダプトシステム事業等による活動を行った。
・JR佐久平駅にある市営による自家用車整理場の料金精算システムの管理及び警備を委託して行っ
た。

・駅及び周辺を利用するために自転車できた人が駐輪する場所が混乱を招く恐れがあり、
市で設置した施設であるため、所管課で管理していく必要がある。
・撤去した自転車の管理にあたり、警察など関連部署と連携が必要である。

0 100

目標

実績

102

今後の
取組方針

・駅前広場の管理について、極力経費が掛からないように地域によるアダプトシステム事業などボランティ
ア活動の協力を求めていく。

単位

台
実績

目標

事業の
課題

・JR佐久平駅前広場について、噴水など故障して稼働していない施設があることから、今後施設の在り方
について関連部署と検討する必要がある。
・駐輪場を利用する人が多いことから、放置自転車の撤去など定期的に行うことが必要である。
・地域による美化活動の協力を広げていく必要がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

達成

％ 達成率

成果指標

放置自転車の台数

～令和 年度 令和 年度

・各駅前広場に設置されている駐輪場において、年４回にわたり放置自転車の撤去を行った。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

1,456 302

財源合計

1,400

0 0

1,456 302 303

0

1,456 302 303

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

303

0

0.04 人 272 0.04 人 272

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

272 272

0.20 人 1,400

0 時間

56 30 31

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 義務的自治事務（不定型） 都市計画法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

地区計画を定めた地区内の市民は、良好で快適な住環境のもとで生活している。
市民は地区計画の運用により、すぐれた計画を共有している。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

　土地区画整理事業等により形成される一連の住宅団地や市街地の形成にあたり、良好な住環境や自
然環境の維持・確保を目的として、都市計画法第12条の5及び佐久市地区計画の案の作成手続に関す
る条例の規定により、関係市民とともに地区計画を策定する。
　また、地区計画区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物建築（擁壁、かき、さく
の設置）等を行おうとする行為の届出があった場合は、地区計画における建築物等に関する制限に適
合するかを審査し、適合している場合は、適合通知書を交付する。（届出時期は建築確認申請書提出
前）

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 地区計画策定及び地区計画区域内行為の審査事業 事務事業コード 2121-2

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

0

0

100

単位

0

1 1

令和 2 令和 4 年度

令和 3

地区決定件数

％ 達成率

件

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

118.7 118.7

0

117.7

117.7

　これまでに地区計画を定めている７つの地区（佐久平駅周辺地区、アベニュー佐久平地区、岩村田相
生町南地区、原東第１号線沿線地区、近津地区、北中込地区、佐久平駅南地区）に関して、行為の届出
に基づき、適合審査を行った。

地区計画は法及び条例の規定により、地区の関係者と市が協働でつくる「まちづくりのルー
ル」であるため、市の関与が必要である。また、地区計画制度の適正な運用のために、公
平・公正な立場での適合審査が求められていることから、市の関与の必要性が極めて高
い。

100 99

目標

実績

117.7

今後の
取組方針

　良好な街並み整備を推進するため、市街化の状況等を合わせて、新たな地区計画の策定を検討すると
ともに、適正な運用を図るため、建築物の制限に関する条例制定を検討する。

単位

ｈａ
実績

目標

事業の
課題

　地区計画による建築物等に関する制限を厳正に運営するため、建築物の制限に関する条例制定を検討
する。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

成果指標

地区計画の決定によ
り、良好な市街地形成
が図られる区域面積

（累計）

～令和 年度 令和 年度

地区計画区域内における行為の届出に基づき審査し、適合通知書の交付件数は、令和3
年度38件であった。（内訳：佐久平駅周辺地区12件、アヴェニュー佐久平地区10件、岩村田
相生町南地区0件、原東1号線沿線地区2件、近津地区3件、北中込地区0件、佐久平駅南
地区11件）

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

2,187 2,820

財源合計

2,100

0 0

2,187 2,820 2,825

0

2,187 2,820 2,825

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

2,825

0

0.40 人 2,720 0.40 人 2,720

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

2,720 2,720

0.30 人 2,100

0 時間

87 100 105

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 義務的自治事務（不定型） 都市計画法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

適正な開発指導により、市域の均衡ある発展と安心・安全な住環境の保全・整備がなされ、市民は安定
した生活を送っている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

佐久市開発指導要綱の適用を受ける行為について、関係部署との協議により開発事業者に適正な開発
誘導を行うことにより、良好な市街地の形成、生活環境や自然環境の保全を図る。
指導要綱の適用を受ける行為の範囲は、
・宅地等開発行為では、用途地域内で1,500㎡以上の行為あるいは用途地域外で1,000㎡以上の行為
・中高層建築物等建築行為で、高さが10.0ｍ以上の建築行為

※建築物等建築行為のうち、1,000㎡以上の土地に太陽光発電設備を設置するものであって、土地の区
画形質の変更を伴うものについては、平成30年9月1日より、新たに太陽光発電設備の設置等に関する
ガイドライン及び要綱を施行し、事業の適切な実施を求めている。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 開発指導要綱に基づく協議書の審査事業 事務事業コード 2121-3

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

33

30

110.0

単位

27

30 30

令和 2 令和 4 年度

令和 3

開発指導要綱事前協
議済通知書交付件数

％ 達成率

箇所

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

340 350

90.0

327.8

330

事前協議書27件の審査を行った。
その他、窓口・電話による相談や問い合わせに応じた。

市開発指導要綱の規定により、「一定規模の開発行為を行おうとする者は市長に協議しな
ければならない。」とされているため、市関与の必要性が極めて高い。

99 100

目標

実績

340.7

今後の
取組方針

開発行為と建築確認業務の窓口一本化を検討する。

単位

ha
実績

目標

事業の
課題

協議書の審査にあたって、開発制度や土木、建築の専門性が求められるため、技術職員を配置することで
審査の効率化を図る必要がある。また、将来的には開発窓口と建築確認窓口の一本化による業務の効率
化を図る必要がある。

事業の
方向性

拡充 期間・時期

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

成果指標

開発指導要綱に基づ
く指導により、適正な
開発がされた区域面
積（累計）

～令和 年度 令和 年度

令和3年度の開発指導要綱に基づく事前協議済通知書交付件数は27件であり、区画面積
は12.9ha（累計340.7ha）に達した。
適切な開発指導により、生活環境や自然環境に配慮した健全な土地利用が拡大した。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

2,187 2,820

財源合計

2,100

0 0

2,187 2,820 2,824

0

2,187 2,820 2,824

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

2,824

0

0.40 人 2,720 0.40 人 2,720

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

2,720 2,720

0.30 人 2,100

0 時間

87 100 104

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 義務的自治事務（定型） 都市計画法

実施方法

法定根拠
管理方法 簡易

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

市域の均衡ある発展と安心・安全な住環境の保全・整備により、市民は安定した生活を送っている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

　都市計画法第２９条の規定により、県が開発行為の許可を行うが、市は申請書の受付窓口となってい
る。市は開発行為申請書を受け付けた場合、開発指導要綱に基づき関係部署に協議し、事業者に対す
る適正な開発指導を行った後、申請書を県へ進達する。
　また、都市計画法第３２条の規定により、開発行為に関係ある公共施設について施設管理者と協議
し、協議が済んだ場合は同意書を交付する。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 開発行為進達事業 事務事業コード 2121-4

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

70 204

財源合計

70

0 0

70 204 204

0

70 204 204

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

204

0

0.03 人 204 0.03 人 204

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

204 204

0.01 人 70

0 時間

0 0 0

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 義務的自治事務（定型） 都市計画法

実施方法

法定根拠
管理方法 簡易 建築物における駐車施設の附置等に関する条例

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

都市機能の増進と道路交通の円滑化により、市民は生活の利便性を感じている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

佐久市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定により、指定された地域内において一
定規模以上の建築行為を行う者は、駐車施設の附置義務があるため、市は条例施行規則により、行為
者から提出された駐車施設附置届を審査する。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 駐車施設等附置義務条例に基づく届出審査事業 事務事業コード 2121-5

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 駐車場法に基づく路外駐車場届出書審査事業 事務事業コード 2121-6

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

市民にとって安全な駐車場環境が確保されている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

駐車場法第１２条の規定により、都市計画区域内において、一定規模以上の駐車場で駐車料金を徴収
するものを設置する場合は、路外駐車場設置届を提出することになっているため、市は設置者から提出
された届出書の内容を審査する。
なお、この事業は県知事からの権限移譲事務となっている。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 法定受託事務 都市計画法

実施方法

法定根拠
管理方法 簡易 駐車場法

204 204

0.01 人 70

0 時間

0 0 0

時間 0

204

0

0.03 人 204 0.03 人 204

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

0 0

70 204 204

0

70 204 204

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

コ
ス
ト

財源
内訳

70 204

財源合計

70

事業費

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

140 272

財源合計

140

0 0

140 272 272

0

140 272 272

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

272

0

0.04 人 272 0.04 人 272

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

272 272

0.02 人 140

0 時間

0 0 0

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

24

事業の性質 義務的自治事務（定型） 土地区画整理法

実施方法

法定根拠
管理方法 簡易

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

地権者は、土地区画整理事業が完了する前でも、手続きによる区域内建築行為が可能となり、市民の
希望がかなっている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

土地区画整理事業において換地処分の公告がされるまでの間は、土地区画整理法第７６条の規定によ
り、建築確認申請前に建築等行為の許可申請が必要であるため、行為者は市に申請書を提出し、建築
許可を受ける必要がある。
なお、この事業は第２次一括法の施行により、平成２４年４月１日から市へ権限移譲となっている。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 土地区画整理事業地内行為の審査事業 事務事業コード 2121-7

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

4,560 40,414

財源合計

4,200

19,452 51,000

4,560 20,962 9,956

0

4,560 40,414 60,956

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

60,956

0

0.55 人 3,740 0.55 人 3,740

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

3,740 3,740

0.60 人 4,200

0 時間

360 36,674 57,216

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 義務的自治事務（不定型） 都市再生特別措置法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

市域の社会資本整備等を行うことにより、交通安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の
保全、都市環境の改善等により、市民は安定した生活を送っている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

社会資本整備総合交付金（旧まちづくり交付金）及び都市構造再編集中支援事業の円滑な活用を図る
ため、市における交付金事務の総轄窓口として、事務事業を的確に遂行する。

都市再生整備計画に基づき、事業年度に交付申請し、交付決定を受ける。
以後、事業実行にあたり、県との連絡を密に適正な事務を執行する。

なお、事業最終年度には事業効果の分析を行い、事後評価委員会（都市計画審議会）の審議を経て、事
後評価結果を国交省に提出するとともに、市民に公表する。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 社会資本整備総合交付金事務事業（都市再生整備計画） 事務事業コード 2121-8

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

1

1

100

単位

2

2 1

令和 2 令和 4 年度

令和 3

都市再生整備計画が
策定された地区

（繰越含む）
％ 達成率

地区

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

3 4

100

2

2

野沢地区及び中込地区の整備計画に対する交付決定を受けるための業務を実施した。

令和２年度において岩村田地区の市街地再開発としてコンセプトマスタープランを作成し、新型コロナウ
イルスの影響により繰越した基本計画策定業務を実施に向け進めているが、で不測の日数を要したた
め、令和３年度に繰り越した。

（佐久平駅南地区に関しては、都市開発室にて対応しているため、本事務事業の評価対象としない。）

都市再生整備計画には、NPO法人等が実施する事業を位置付けることが可能だが、計画
そのものについては、都市再生特別措置法により市町村が策定すべきものと位置付けられ
ているため。

100 100

目標

実績

3

今後の
取組方針

野沢地区の都市再生整備計画において変更申請の事務手続きを進める。
中込地区の都市再生整備計画において適切な事務手続きを進める。
岩村田地区において作成した基本構想を基としたまちづくりにおいて、都市構造再編集中支援事業の活用
に向けた協議を行う。

単位

事業
実績

目標

事業の
課題

国の補助制度の動向を注視するとともに、立地適正化計画の策定に伴う国の支援措置の活用等について
検討する必要がある。また、民間事業者によるまちづくりに向けた自発的な取組との連携についても、検討
する必要がある。

事業の
方向性

拡充 期間・時期

達成状況

達成度

達成

％ 達成率

成果指標

事業実施数
（繰越含む）

～令和 年度 令和 年度

予定された事業について、整備計画の申請及び交付申請ができた。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

140 272

財源合計

140

0 0

140 272 272

0

140 272 272

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

272

0

0.04 人 272 0.04 人 272

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

272 272

0.02 人 140

0 時間

0 0 0

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

25

事業の性質 義務的自治事務（定型） 都市区画整理法

実施方法

法定根拠
管理方法 簡易

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

個人等の施行による土地区画整理事業の認可が速やかに行われ、ニーズに合った土地利用の推進が
図られるとともに、良好な市街地の形成に資する。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

土地区画整理法に基づき、個人、組合、区画整理会社の施行による土地区画整理事業に係る認可、換
地計画の認可、換地処分及び監督に係る一連の業務を行う。
なお、この業務は第２次一括法の施行により、平成２５年４月１日から市へ権限移譲となっている。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 個人等の施行による土地区画整理事業に係る認可事業 事務事業コード 2121-9

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 土地区画整理啓発・情報収集事業 事務事業コード 2121-10

担　当 建設 部 都市開発 室 開発推進 係 事業開始年度 平成

年度

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

・市民が土地区画整理事業の制度や概要を理解している。
・土地区画整理事業が市街地整備手法の１つとして検討されている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

・土地区画整理事業が必要とされる箇所の情報収集を行う。
・事業主体や地権者等のニーズに合わせ、事業に係る勉強会、説明会を開催する。
・土地区画整理事業の導入を検討する地権者組織等を支援する。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 任意の自治事務（不定型）

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

0 680

0.00 人 0

0 時間

0 0 0

時間 0

680

0

0.00 人 0 0.10 人 680

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

0 0

0 0 680

0

0 0 680

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

コ
ス
ト

財源
内訳

0 0

財源合計

0

事業費

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

年度

新たな相談等の進捗がなかったため、実施しなかった。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある

今後の
取組方針

市街地整備ニーズについて、関連機関との連携を密にすることで情報把握を強化する。
土地区画整理事業が整備手法として適切である場合には、地権者及び関連機関に対し、土地区画整理事
業の制度や事業概要を説明し、検討材料のひとつとなるよう啓発していく。

単位

箇所
実績

目標

事業の
課題

土地区画整理事業は、目的とする市街地整備の規模、形状等により、敷地整序や沿道街路整備など様々
な手法が確立されていることから、市街地整備の検討に際しては、土地区画整理事業の制度や手法につ
いて地権者等が十分に理解をする必要がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

未達成

％ 達成率

成果指標

事業方針決定箇所

～令和 年度 令和

土地区画整理法等に基づき実施されることから、事業検討や啓発段階から市の関与が必
要となる。

0 0

目標

実績

0

1 1

0

0

1

新たな相談等の動きがなかったため実施しなかった。

令和 3

検討会議等への参加

％ 達成率

回

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

1

0

単位

0

1 1

令和 2 令和 4 年度

0



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 土地区画整理事業計画調査事業 事務事業コード 2121-11

担　当 建設 部 都市開発 室 開発推進・街並整備 係 事業開始年度 平成

年度

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

土地区画整理事業により、地域実状に即した特色あるまちづくりがされ、公共施設の整備改善及び地域
住民の土地活用が図られている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

・土地区画整理事業の検討段階において、課題整理や実施効果を地権者や関係機関と検討する。
・土地区画整理法及び土地区画整理運用指針に基づく事業実施が可能であるか調査する。
・検討地区の土地的要件や特性を踏まえ、必要となる都市計画決定や関連法の事務手続きを確認す
る。
・土地区画整理事業における公共施設設置要件等を調査する。
・地域住民の事業同意状況を鑑み、事業主体となる個人、団体組織等からの申請に基づく土地区画整
理法第７５条に定められる技術的支援につなげる。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

17

事業の性質 任意の自治事務（不定型）

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

0 1,020

0.00 人 0

0 時間

0 0 0

時間 0

1,020

0

0.00 人 0 0.15 人 1,020

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

0 0

0 0 1,020

0

0 0 1,020

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

コ
ス
ト

財源
内訳

0 0

財源合計

0

事業費

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

年度

新たな相談等の進捗がなかったため、実施しなかった。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある

今後の
取組方針

　市街地再整備や街路整備において、土地区画整理事業が効果的な整備手法の１つとして検討される場
合には、地権者や関連団体が行う計画策定に対し、積極的に調査支援を行う。

単位

箇所
実績

目標

事業の
課題

　土地区画整理事業は、土地区画整理法や国の指針等に基づいて事業を進める必要があることや、事業
主体が安定した資金計画により事業を確実に遂行できることが認可基準として求められる。
　土地区画整理事業の検討地域においては、十分な事前調査を実施することで、課題の洗い出しと、確実
に事業を完了できるプロセスと組織体制の確立が課題となる。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

未達成

％ 達成率

成果指標

方針決定箇所

～令和 年度 令和

　土地区画整理事業の実施に際し、事業規模や地域特徴により、行政による都市計画決定
や関連法の事務手続きが必要となるケースがあることから、市による調査実施が必要とな
る。
　個人や組合施行での土地区画整理事業については、市が事業認可することから、検討段
階からの調査が必要となる。

0 0

目標

実績

0

1 1

0

0

1

令和 3

検討調査箇所

％ 達成率

箇所

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

1

0

単位

0

1 1

令和 2 令和 4 年度

0



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

555,305 1,167,348

財源合計

35,000

625,831 1,116,981

68,461 541,517 399,750

486,844

555,305 1,167,348 1,516,731

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

1,516,731

0

5.00 人 34,000 4.75 人 32,300

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

34,000 32,300

5.00 人 35,000

0 時間

520,305 1,133,348 1,484,431

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

27

事業の性質 義務的自治事務（不定型） 土地区画整理法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

佐久平駅南地区において、居住や商業等の多様な機能を有する新たな市街地が形成され、佐久広域圏
の拠点地域として都市機能を高める土地利用が図られている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

【組合設立前】
　・土地区画整理事業に必要な都市計画決定等の法手続きを進める。
　・組合設立に向け、説明会や勉強会を開催し、事業に対する理解を深める。
　・安定した組合運営とするため、組合事業計画の策定支援を行う。
　・組合事業に併せ、市として必要な公共施設の整備計画を策定する。
　・土地区画整理法及び市の土地区画整理事業助成要綱に基づく技術的・財政的支援を行う。
【組合設立後】
　・組合運営に必要な各種規程等の策定支援を行う。
　・仮換地指定に必要な土地活用調整、換地設計準備を支援する。
　・組合に対し、市の土地区画整理事業助成要綱に基づく補助金交付を行う。
　・組合事業に対する公共施設管理者負担金（市、県）の協定締結を行う。
　・組合工事の設計・施工に対し技術的支援を行う。
　・組合事業に併せて市が実施する幹線道路等の設計・施工を行う。
　・組合事業計画の変更に係る支援、換地計画策定に係る技術的支援を行う。
　・事業計画に沿った組合事業完了に向け、清算登記事務の支援を行う。
　・幹線道路や広場等、組合事業の進捗に合わせて整備を行う。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 佐久平駅南土地区画整理事業 事務事業コード 2121-12

担　当 建設 部 都市開発 室 開発推進・街並整備 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

48

48

100

単位

48

48 48

令和 2 令和 4 年度

令和 3

組合会議支援

％ 達成率

　

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

0 0

100

0

0

　・土地区画整理法及び市の土地区画整理事業助成要綱に基づく組合への技術的・財政的支援
　・保留地購入企業の契約等支援
　・物件移転補償契約の支援
　・組合発注による道路、調整池、造成工事等の技術的支援
　・関係機関との協議支援
　・地区内幹線道路・広場・公園等の整備

土地区画整理法に基づく技術的支援を行っているため。
佐久市全域の活性化及び土地の公益性のため。

100 100

目標

実績

0

今後の
取組方針

組合の造成等工事、市の幹線道路工事、各種ライフライン工事及び出店企業と建築工事に関して、打合
せを密に行い、的確に工程管理等を行いながら、事業進捗を図る。
市が策定する「まちなみ整備方針」に沿った整備を進める。
工事完了に伴い、換地計画策定に向けた組合業務の支援を行う。

単位

回
実績

目標

事業の
課題

国の補助制度を活用して実施する市の幹線道路工事や、事業計画に基づく組合事業の造成等工事につ
いて、進捗管理を徹底し、出店企業と建築工事着手時期や開店時期等スケジュールをすり合わせながら、
事業を進めることが求められる。
このために、市の幹線道路工事、組合工事、上下水道・都市ガス工事、電柱・電線工事等について、各発
注者・工事請負者と工程調整等を徹底し、手戻りのないよう工事を進め、事業を進捗させることが重要な課
題となる。
今年度より換地計画に向けた業務が行われるため、組合と連携して小字界の変更等の事務を進める必要
がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

成果指標

総会議案否決回数

～令和 年度 令和 年度

組合発注の工事に関して、打合せや工程会議等に出席し、技術的支援を行った。
河川許可など手続き等、関係機関のと協議支援を行った。
組合工事の進捗に合わせ、幹線道路等工事を進めた。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 プレイスメイキング推進事業 事務事業コード 2121-13

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

プレイスメイキング（居心地の良い空間づくり）により、既存の公共施設の利活用の幅を広げ、ポテンシャ
ル（潜在的な力、可能性）を引き出すことで、市民は安定した生活を送っている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

公募市民や公共施設の指定管理者等のメンバーで構成されるワークショップにおいて、プレイスメイキン
グの概念について理解を深めるとともに、賑わい創出やまちの価値を高めるため既存の公共施設をど
のように利活用したらよいか意見交換を行う。
また、ワークショップで出された公共施設の利活用に関する様々なアイデアを、単なるアイデアに留めず
に、ワークショップメンバーが自ら実践する場として社会実験を行う。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

30

事業の性質 任意の自治事務（不定型） 都市区画整理法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

1,020 1,020

0.20 人 1,400

0 時間

543 503 164

時間 0

1,184

0

0.15 人 1,020 0.15 人 1,020

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

0 0

1,943 1,523 1,184

0

1,943 1,523 1,184

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

コ
ス
ト

財源
内訳

1,943 1,523

財源合計

1,400

事業費

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

年度

アンケート調査を実施したところ、住民より社会実験の継続を願う声が多く寄せられた。
社会実験を通じ、少しずつにぎわいを取り戻しつつあるが、今後も継続して行う必要があ
る。

官民連携の
可能性

方法

民間への委
託が可能

今後の
取組方針

新型コロナウイルス等による社会情勢を念頭に、市民との連携によるワークショップや社会実験を重ね、公
共施設等を活用した居心地の良い空間づくりを行うにあたり、民間事業者が公共施設等を活用したくなる
ような仕組みづくりや協力体制の構築を検討し、発展が図られることを目指す。

単位

件
実績

目標

事業の
課題

公共施設等を活用した居心地の良い空間づくりを行う民間事業者を発掘し、民間事業者が活動しやすい
仕組みや制度を検討する必要がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

成果指標

アイデア集の件数

～令和 年度 令和

既存の公共施設の利活用については、行政のみならず民間事業者の活動によりプレイスメ
イキング（居心地の良い空間づくり）をすることが望ましい。

0 0

目標

実績

0

15 15

50

0

15

中込地区の中央グリーンモール（歩行者専用道路）において、住民にとって居心地の良い空間となるよう
人工芝やテント、ファニチャー（イス・テーブル）の設置等の社会実験を実施した。
社会実験については、中込地区の住民で立ち上げた任意組織（なかごみデザインミーティング）との協働
により実施し、日常の活用方法を模索した。

（佐久平駅南地区に関しては、都市開発室にて対応しているため、本事務事業の評価対象としない。）

令和 3

社会実験の件数

％ 達成率

件

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

2

0

単位

1

2 2

令和 2 令和 4 年度

0



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

9,307 3,369

財源合計

2,100

0 0

9,307 3,369 3,440

0

9,307 3,369 3,440

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

3,440

0

0.41 人 2,788 0.41 人 2,788

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

2,788 2,788

0.30 人 2,100

0 時間

7,207 581 652

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.市街地

30

事業の性質 任意の自治事務（不定型） 無電柱化の推進に関する法律

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

防災機能の強化や都市景観の向上を目的とした無電柱化を推進するため、関係機関等との協議や無電
柱化に関する調査を継続的に行うとともに、国や県の「無電柱化推進計画」との整合を図りながら、段階
的な計画策定を図る。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

○平成30年度　・先進視察や事例調査により、無電柱化推進に向けた効果的な手法を確認
　　　　　　　　　　 ・電線管理者等と現地にて整備手法や課題等を確認することで、協力体制を構築

○令和元年度　・無電柱化基本方針の策定

〇令和２年度　・無電柱化推進計画の策定を進める

〇令和３年度　・無電柱化推進計画の策定

○令和４年度　・「無電柱化を推進する市区町村長の会」事務局の運営
                   ・市内無電柱化実施個所の検討

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 無電柱化推進事業 事務事業コード 2121-14

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

20

20

100.0

単位

3

3 3

令和 2 令和 4 年度

令和 3

現地調査箇所数

％ 達成率

箇所

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

3 3

100.0

20

20

佐久市無電柱化推進計画を策定した。
「無電柱化を推進する市区町村長の会」事務局を引き継ぎ、勉強会を実施した。

無電柱化の推進に関する法律の第8条の第2項に、「市町村は、無電柱化推進計画を定め
るように努めなければならない。」と定められており、無電柱化推進計画策定に向け、市とし
ての知見を蓄積するため、各種調査や検討業務は市関与の必要性が極めて高い。

100.0 100.0

目標

実績

3

今後の
取組方針

電線管理者との現地調査を継続することで、無電柱化に関する知見を蓄積するとともに、円滑な協議に向
けた関係強化を図る。
無電柱化の事業実施にあたり、ＰＦＩ等新たな実施方法を検討する。
「無電柱化を推進する市区町村長の会」事務局として、総会や勉強会を実施する。

単位

箇所
実績

目標

事業の
課題

無電柱化の事業実施には多額のコストが掛かるとともに、電線管理者（電力、ガス、通信等）との調整が必
須となるため、事業着工までに長期間の調整を必要となる。
国の規制緩和や技術革新等が行われているため、事業の実施にあたっては、現在主流となっている無電
柱化方式を採用するか否かは、十分に見定める必要がある。
無電柱化に関する基本的な考え方がまだまだ浸透していないので、内部調整や住民理解が得られるよう
に調整を図る必要がある。
無電柱化の事業実施にあたり、ＰＦＩ等新たな実施方法を検討する必要がある。

事業の
方向性

拡充 期間・時期

達成状況

達成度

達成

％ 達成率

成果指標

無電柱化を検討し、課
題等が顕在化した箇
所数

～令和 年度 令和 年度

候補路線の現地調査を、予定通り達成できた。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 宅地耐震化推進事業 事務事業コード 2121-15

担　当 建設 部 都市計画 課 まちづくり推進 係 事業開始年度 令和

年度

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

大地震時等における活動崩落や液状化による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い住民
への情報提供を図る。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

令和元年度に、作成・公表した大規模盛土造成地マップに示されている、市内の大規模盛土造成地に
対して、「造成年代調査」「現地調査」を実施し、宅地カルテを作成し危険度の優先度評価を実施し第二
次スクリーニング計画を策定。危険度が高い場所については、今後、第二次スクリーニング、監視体制
の構築、宅地耐震対策工事を検討していく。

令和４年度は、１か所について第二次スクリーニングを実施する。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 1.土地利用

1

事業の性質 義務的自治事務（不定型） 宅地造成等規制法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

1,700 1,700

0.20 人 1,400

0 時間

5,871 72 24,176

時間 0

25,876

0

0.25 人 1,700 0.25 人 1,700

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

0 14,300

7,271 1,772 11,576

0

7,271 1,772 25,876

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

コ
ス
ト

財源
内訳

7,271 1,772

財源合計

1,400

事業費

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

年度

目標通りの個所数を評価した。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある

今後の
取組方針

令和４年度は、１か所につき第２次スクリーニングを実施する。
要経過観察個所については、観察方法を検討し、経過観察を実施する。

単位

枚
実績

目標

事業の
課題

第２次スクリーニングを実施するにあたっては、私有地でボーリング調査を実施しなければならない可能性
が高い。また、実施するにあたっての住民の心情的な配慮などが必要であり、慎重に事業を進める必要が
ある。

事業の
方向性

拡充 期間・時期

達成状況

達成度

達成

％ 達成率

成果指標

R2=優先度評価の結果、第２次
スクリーニングが必要と明らか
になた箇所
R3＝第２次スクリーニング予算
計上箇所
R4＝要経過観察個所に係る観
察方法検討個所数

～平成 年度 令和

該当箇所が私有地の場合、個人所有者が実施する余地はあるものの、大規模盛土の造成
地には公道が通っているため、市で実施する必要性が高い。

100.0 100.0

目標

実績

1

1 35

100.0

1

1

令和２年度に策定した第２次スクリーニング計画の内容に基づき、第２次スクリーニングの実施が必要と
判断された１か所につき、毎月の経過観察を実施した。また、当該箇所について、令和４年度に向けた
第２次スクリーニングの準備を行った。

令和 3

R2=優先度評価個所数
R3=第２次スクリーニン
グ検討箇所数
R4＝第２次スクリーニン
グ実施個所数 ％ 達成率

箇所

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

40

100.0

単位

1

1 1

令和 2 令和 4 年度

40



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

令和 4 （評価対象　令和 3

事業名 都市構造再編集中支援街路事業 事務事業コード 2121-16

担　当 建設 部 都市計画 課 街路 係 事業開始年度 平成

年度

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

野沢会館の建て替えを契機とし、野沢地区の都市機能の再配置を行うとともに、周辺道路等の機能充
実を図り、機能集約・ﾈｯﾄﾜｰｸ型まちづくりを実践し、魅力あるまちづくりを目指す。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

野沢会館周辺の道路整備を行う。
・既存道路の改良（点字ブロック設置、歩道幅拡幅、車道舗装打替え、歩道舗装打替え）
・県民佐久運動広場再整備にともなう、アクセス道路の築造

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 2 年度令和 令和 3 年度 令和 年度4

総合計画上の
位置付け

章 2.地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

節 1.地域の特徴を生かしたまちづくり

施策 2.地域交通ネットワーク

2

事業の性質 任意の自治事務（不定型） 都市計画法

実施方法

法定根拠
管理方法 通常 道路法

8,160 12,240

1.20 人 8,400

0 時間

67,364 45,028 270,527

時間 0

282,767

0

1.20 人 8,160 1.80 人 12,240

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

42,515 221,098

17,264 10,673 61,669

58,500

75,764 53,188 282,767

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

コ
ス
ト

財源
内訳

75,764 53,188

財源合計

8,400

事業費

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

年度

用地交渉も順調に進めることができ、次年度の事業実施にスムーズに移行できる状態であ
る。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある

今後の
取組方針

道路整備を実施し、魅力あるまちづくりを行う。

単位

式
実績

目標

事業の
課題

道路築造や道路拡幅については、地権者を始め、周辺住民の理解を得ながら実施する必要がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

成果指標

事業進捗率

～令和 年度 令和

道路法により、道路管理者が実施する必要がある。

100 100

目標

実績

事業進捗率20％

事業進捗率20％ 事業進捗率40％

100

事業進捗率10％

事業進捗率10％

道路工事の実施
補償物件調査業務の実施
用地補償契約に向けた用地交渉の実施令和 3

事業内容

％ 達成率

式

活動指標 年度 令和 3 年度

年度

実施内容

測量設計業務の完了

100

単位

用地交渉・補償調査業務の完了

用地交渉・補償調査業務の完了 道路工事実施・用地補償の完了

令和 2 令和 4 年度

測量設計業務の完了


